
 

令和４年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金に係る補助金交付停 

止に関する事務処理要綱 

令和４年３月１５日３福保高施第１９７５号 

 

１ 目的 

この要綱は、令和４年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱（令和４

年３月１１日付３福保高施第１７３９号。以下「交付要綱」という。）３（１）、（２）、（３）

又は（４）に該当する場合において、補助金の一部又は全部を交付しない場合（以下「補

助金の交付停止」という。）の具体的基準及び手続等に関し必要な事項を定め、補助金の

適正な執行を確保することを目的とする。 

 

２ 補助金の交付停止基準 

補助金の交付停止の基準は、別表第１欄の措置要件のとおりとする。 

 

３ 審査委員会の意見 

（１）東京都福祉保健局長（以下「局長」という）は、補助金の交付停止において、あら

かじめ別に定める審査委員会に対し、停止の可否及び停止期間について意見を求める

ものとする。 

（２）審査委員会は、補助金の交付停止を適当と認める場合は、別表第３欄に定めるとこ

ろにより、停止期間について意見を付すものとする。 

 

４ 交付停止の決定 

（１）局長は、補助金の交付停止を決定するときは、３に規定する審査委員会の意見その

他関係資料に基づき、運営所管部において、停止の可否、停止期間及び停止理由につ

いて総合的に判断した上で決定する。 

（２）局長は、前項の規定により補助金の交付停止を決定した場合には、別記様式により

法人に通知する。 

 

５ 停止期間の変更等 

局長は、４の規定に基づき、補助金の交付停止を決定した場合において、当該停止期

間中の法人及び施設に特別の事由若しくは極めて悪質な事由が明らかになったとき又は

停止事由の改善の見込みがないと認めるときは、別表第３欄に定める期間の範囲内で停

止期間を変更することができる。 

 

６ 停止期間終了後の措置 

補助金の交付停止期間を終了した法人及び施設は、交付要綱１４の規定に基づき、交



 

付停止期間を除いた期間について、当該年度の補助金の申請を行うことができる。 

 

７ その他 

交付要綱３の交付対象施設において、重大な事件・事故等の事案が発生した場合には、

この要綱に定める基準、手続等によらず、補助金を交付しないことができる。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 



 

別表 

号 １ 措置要件 
２ 交付停止 

期間の標準 
３ 停止期間の決定 

１ 

一般指導検査における、文書指摘事

項について、度重なる指導にもかかわ

らず改善しないもの又は改善の見込

みがないもの（おおむね同一の項目に

ついて、３回以上の文書指摘をした場

合） 

２か月以内 

ア 停止期間は、第２欄

の期間を標準とし、事

案の重大性、指導の継

続状況等を総合的に

判断し、１２か月以内

の期間で、月を単位と

して定める。 

イ 停止期間の変更を

行う場合は、１２か月

以内の期間で、月を単

位として、短縮又は延

長することができる。 

２ 

特別指導検査における、文書指摘事

項について、度重なる指導にもかかわ

らず改善しないもの又は改善の見込

みがないもの（おおむね同一の項目に

ついて、２回以上の文書指摘をした場

合） 

３か月以内 

３ 

老人福祉法、介護

保険法、社会福祉法

又はこれらの法律に

基づく命令の規定に

違反したもの 

改善命令等 ６か月以内 

業務停止命令 １２か月以内 

（注）補助金の交付停止をする範囲は、原則、交付要綱５に規定する全ての交付対象経費

とする。ただし、事案の内容等を勘案し、補助金の交付停止をする交付対象経費の範

囲を、個別に定めることができる。 


